
函館市 平成２９年度地域ケア全体会議 

「地域包括ケア」と 
我が事・丸ごと地域共生社会 

■ 日 程 ： 平成３０年３月１０日（土）13:30～15:30 

■ 会 場 ： 函館大学 

中 澤     伸  

社会福祉法人川崎聖風福祉会 （社会福祉士 介護支援専門員） 

～ 「専門機関」と「地域住民」との連携の必要性 ～ 



  
  
 
  
  
  

地域包括ケアに資する地域づくりのために、 

☑ チェック項目 

□ 
① 今暮らしている地域で「認知症の方」で知っている人  
  がいる。 

□ 
② 今暮らしている地域で「精神障害をお持ちの方」で 
  知っている人がいる。 

□ 
③ 今暮らしている地域で「経済的に困窮している方」で 
  知っている人がいる。 

□ 
④ 今暮らしている地域で「生活に困難を抱えるこども」 
  で知っている人がいる。 

□ 
⑤ 今暮らしている地域で「掃除や買い物などに困ってい 
  る一人暮らし高齢者」で知っている人がいる。 

作成：中澤 伸 2017.05.27 



  
  
 
  
  
  

地域包括ケアに資する地域づくりのために、 

☑ チェック項目 

□ 
⑥ 人口減少、少子高齢化が自分の生活にどのような影響 
  を及ぼすか知っている。  

□ ⑦ 今地域で、家族以外の誰かを見守っている。 

□ 
⑧ 困ったときに家族以外の近隣の人へ「助けて（手伝っ 
  て）」と言える。 

□ 
⑨ 近隣の人から「助けて（手伝って）」と言われたこと 
  がある。 

□ 
⑩ 自分や家族が要介護状態になったときの「相談窓口 
  （機関）」を知っている。 

作成：中澤 伸 2017.05.27 



（１） ヒト無し、カネ無し、介護需要増 

（２） 尊厳ある自立生活を継続するためには、 
    自助・互助が必要 

（３） 自助・互助を守り、育てるためには、 
    「地域マネジメント」が必要 

（４） 地域マネジメントすると、全世代・ 
    家庭の多様な生活課題を発見する 

（５） 年齢、障害種別等でタテワリでない 
    「丸ごと」支援が必要になる 

「地域包括ケア」・「総合事業」・「地域マネジメント」 
・「我が事・丸ごと地域共生」の関係（実務的理解） 

「地域包括ケアシステム」 
を理解する必要がある 

「地域マネジメント」 
を展開する必要がある          

「介護予防・日常生活支援 
総合事業」 

を活用する必要がある 

「我が事・丸ごと地域共生」 
への取組が必要になる 

作成：中澤 伸 

★参考：「地域共生社会」と「地域包括ケアシステム」の関係 （平成２８年度「地域包括ケア研究会」報告書による整理） 
     

   「地域共生社会」は、実現していこうとする社会のイメージやビジョン 
   「地域包括ケアシステム」は、地域共生社会を実現するためのシステム・仕組み 



誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現－新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン－ （平成２７年９月１７日） 



誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現－新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン－ （平成２７年９月１７日） 



誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現－新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン－ （平成２７年９月１７日） 



平成２８年５月１１日 塩崎厚労大臣資料 



出典：厚労省  



地域力強化検討会最終とりまとめ（平成29年９月12日）の概要 
～地域共生社会の実現に向けた新たなステージへ～ 

総論（今後の方向性） 

○各福祉分野に共通して取り組むべき事項の例 

 ・ 福祉以外の様々な分野（まちおこし、産業、農林水産、土木、防犯・防災、

社会教育、環境、交通、都市計画等）との連携に関する事項 

   ・ 高齢、障害、子ども等の各福祉分野のうち、特に重点的に取り組む分野 

 ・ 制度の狭間の問題への対応のあり方 

 ・ 共生型サービスなどの分野横断的な福祉サービスの展開 

 ・ 居住に課題を抱える者・世帯への横断的な支援のあり方 

 ・ 市民後見人の養成や活動支援、判断能力に不安がある人への金銭管

理、身元保証人など、権利擁護のあり方 

 ・ 高齢者、障害者、児童に対する統一的な虐待への対応や、家庭内で虐

待を行った介護者・養育者が抱えている課題にも着目した支援のあり方 

 ・ 各福祉分野・福祉以外の分野の圏域の考え方・関係の整理 

 ・ 地域づくりに資する複数の事業を一体的に実施していくための補助事業

等を有効に活用した連携体制 

 ・ 役所内の全庁的な体制整備                          等 

○計画策定に当たっての留意点 

 ・ 狭義の地域福祉計画の担当部局のみならず、計画策定を通して、部局を

超えた協働の仕組みができるような体制をとる。 

 ・ 他の福祉に関する計画との調和を図る方法として、計画期間をそろえる、

一体的に策定するなどの方法が考えられる。 

 ・ 成年後見、住まい、自殺対策、再犯防止等の計画と一体的に策定するこ

とも考えられる。 

  

◆ 地域共生が文化として定着する挑戦                         ◆ 「待ち」の姿勢から、「予防」の視点に基づく、早期発見、早期支援へ  
◆ 専門職による多職種連携、地域住民等との協働による地域連携       ◆ 「支え手」「受け手」が固定されない、多様な参加の場、働く場の創造 
◆ 「点」としての取組から、有機的に連携・協働する「面」としての取組へ 

各論１  市町村における包括的な支援体制の構築 

【1】他人事を「我が事」に変えていくような働きかけをする機能 

【2】「複合課題丸ごと」「世帯丸ごと」「とりあえず丸ごと」受け止める場 

○３つの地域づくりの方向性の促進に向けた取組の例 

 ・ 福祉、医療、教育、環境、農林水産、観光などの各分野における場や人材（地
域の宝）とつながる。分野を超えた協働を進めるとともに、分野を超えた協働を
進めていく役割を果たす人を地域の中から多く見つけていく。 

 ・ 障害や認知症、社会的孤立等に関して学ぶことを通じ、地域や福祉を身近なも
のとして考える福祉教育の機会を提供する。  

 ・ 地域から排除されがちな課題であっても、ソーシャルワーカーが専門的な対応
を行う中で、徐々に地域住民と協働していくといった取組を積み重ねる。そうし
た取組を当事者のプライバシー等に配慮した上で広く知ってもらう。 

○地域づくりを推進する財源等の例 

 ・ 事業の一体的な実施による各分野の補助金等の柔軟な活用、共同募金におけ
るテーマ型募金や市町村共同募金委員会の活用、クラウドファンディング、ＳＩＢ、
ふるさと納税、社会福祉法人の地域公益的取組、企業の社会貢献活動等 

○住民に身近な圏域での「丸ごと」受け止める場の整備にあたっての留意点 
 ・ 担い手を定め、分かりやすい名称を付けるなどして、広く住民等に周知。 

例１：地域住民による相談窓口を設置し、社会福祉協議会のＣＳＷが専門的観点からサポートする方法 

例２：地域包括支援センターのブランチを拠点とした相談窓口を設置するとともに、民生委員等と協働していく方法 

例３：自治体等において各種の相談窓口を集約し、各専門職が地域担当として、チームで活動していく方法 

例４：診療所や病院のソーシャルワーカーなどが退院調整等だけでなく、地域の様々な相談を受け止めていく方法 

 ・ 民生委員、保護司等の地域の関係者から、情報が入る体制を構築する。 

【3】市町村における包括的な相談支援体制 

○市町村における包括的な相談支援体制の構築にあたっての留意点 
 ・ 支援チームの編成は、本人の意思やニーズに応じて新たな支援者を巻き込む。 

 ・ 支援チームによる個別事案の検討や、資源開発のための検討の場については、
①地域ケア会議などの既存の場の機能拡充、②協働の中核を担う者が既存の
場に出向く、③新設する等の対応が考えられる。 

 ・ 生活困窮者支援の実践で培われた、働く場や参加の場を地域に見出していく、 
    福祉の領域を超えた地域づくりを推進 

各論２「地域福祉（支援）計画」 

各論３「自治体、国の役割」 

○市町村→包括的な支援体制の整備について、責任をもって進めていく。地
域福祉計画として関係者と合意し、計画的に推進していくことが有効。 

○都道府県→単独の市町村では解決が難しい課題への支援体制の構築、都
道府県域の独自施策の企画・立案、市町村への技術的助言 

○国→指針等の作成で終わることなく、「我が事・丸ごと」の人材育成、プロセ
スを重視した評価指標の検討、財源の確保・あり方についての検討 

第１０６条の３ 
第１項第１号 

第１０６条の３ 
第１項第２号 

第１０６条の３ 
第１項第３号 

出典：厚労省  
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地域力強化検討会最終とりまとめ（平成29年９月12日）の概要 
 

～地域共生社会の実現に向けた新たなステージへ～ 

総論（今後の方向性） 

◆ 地域共生が文化として定着する挑戦   
 

◆ 「待ち」の姿勢から、「予防」の視点に基づく、早期発見、 
       早期支援へ  
 

◆ 専門職による多職種連携、地域住民等との協働による 
       地域連携 
 

◆ 「支え手」「受け手」が固定されない、多様な参加の場、 
       働く場の創造 
 

◆ 「点」としての取組から、有機的に連携・協働する 「面」 
       としての取組へ 

出典：厚労省  



地域力強化検討会最終とりまとめ（平成29年９月12日）の概要 
 

～地域共生社会の実現に向けた新たなステージへ～ 

各論１  市町村における包括的な支援体制の構築 

【1】他人事を「我が事」に変えていくような働きかけをする機能 

○３つの地域づくりの方向性の促進に向けた取組の例 
 ・ 福祉、医療、教育、環境、農林水産、観光などの各分野における場や人材（地  
        域の宝）とつながる。分野を超えた協働を進めるとともに、分野を超えた協働を 
        進めていく役割を果たす人を地域の中から多く見つけていく。 
 ・ 障害や認知症、社会的孤立等に関して学ぶことを通じ、地域や福祉を身近なも 
        のとして考える福祉教育の機会を提供する。  
 ・ 地域から排除されがちな課題であっても、ソーシャルワーカーが専門的な対応 
        を行う中で、徐々に地域住民と協働していくといった取組を積み重ねる。そうし 
        た取組を当事者のプライバシー等に配慮した上で広く知ってもらう。 
 

○地域づくりを推進する財源等の例 
 ・ 事業の一体的な実施による各分野の補助金等の柔軟な活用、共同募金におけ 
        るテーマ型募金や市町村共同募金委員会の活用、クラウドファンディング、ＳＩＢ、 
        ふるさと納税、社会福祉法人の地域公益的取組、企業の社会貢献活動    等 

出典：厚労省  



【2】「複合課題丸ごと」「世帯丸ごと」「とりあえず丸ごと」受け止める場 

○住民に身近な圏域での「丸ごと」受け止める場の整備にあたって の 
   留意点 
 

 ・ 担い手を定め、分かりやすい名称を付けるなどして、広く住民等に周知。 

 

例１：地域住民による相談窓口を設置し、社会福祉協議会のＣＳＷが専門的観点からサ  

        ポートする方法 

例２：地域包括支援センターのブランチを拠点とした相談窓口を設置するとともに、民生委 

       員等と協働していく方法 

例３：自治体等において各種の相談窓口を集約し、各専門職が地域担当として、チームで 

       活動していく方法 

例４：診療所や病院のソーシャルワーカーなどが退院調整等だけでなく、地域の様々な相 

       談を受け止めていく方法 
 

 ・ 民生委員、保護司等の地域の関係者から、情報が入る体制を構築する。 

出典：厚労省  

地域力強化検討会最終とりまとめ（平成29年９月12日）の概要 
 

～地域共生社会の実現に向けた新たなステージへ～ 



【3】市町村における包括的な相談支援体制 

○市町村における包括的な相談支援体制の構築にあたっての留意点 
 
 ・ 支援チームの編成は、本人の意思やニーズに応じて新たな支援者を巻き込む。 
 ・ 支援チームによる個別事案の検討や、資源開発のための検討の場については、    
            ①地域ケア会議などの既存の場の機能拡充、 
            ②協働の中核を担う者が既存の場に出向く 
            ③新設する等の対応 
        が考え られる。 
 ・ 生活困窮者支援の実践で培われた、働く場や参加の場を地域に見出していく、 
    福祉の領域を超えた地域づくりを推進 

出典：厚労省  

地域力強化検討会最終とりまとめ（平成29年９月12日）の概要 
 

～地域共生社会の実現に向けた新たなステージへ～ 

http://4.bp.blogspot.com/-_uiP7snuyhA/Us_Ng2k41sI/AAAAAAAAdK8/DBs2ee1iNPo/s800/kaisya_nakayoshi.png


各論２「地域福祉（支援）計画」 

出典：厚労省  

地域力強化検討会最終とりまとめ（平成29年９月12日）の概要 
 

～地域共生社会の実現に向けた新たなステージへ～ 

〇各福祉分野に共通して取り組むべき事項の例 
 ・福祉以外の様々な分野（まちおこし、産業、農林水産、土木、防犯・防災、社会教育、環境、交通、 
     都市計画等）との連携に関する事項 
 ・高齢、障害、子どもの分野横断的な福祉サービスの展開 
 ・制度の狭間の問題への対応のあり方 
 ・共生型サービスなどの分野横断的な福祉サービスの展開 
 ・居住に課題を抱える者・世帯への横断的な支援のあり方 
 ・市民後見人の養成や活動支援、判断能力に不安のある人への金銭管理、身元保証人など、権利 
     擁護のあり方 
 ・高齢者、障害者、児童に対する統一的な虐待への対応や、家庭内で虐待を行った介護者・養育 
     者が抱えている課題にも着目した支援のあり方 
 ・各福祉分野・福祉以外の分野の圏域の考え方・関係の整理 
 ・地域づくりに資する複数の事業を一体的に実施していくための補助事業等を有効に活用した連携 
     体制 
 ・役所内の全庁的な体制整備    等 

〇計画策定に当たっての留意点 
 ・狭義の地域福祉計画の担当部局のみならず、計画策定を通して、部局を超えた協働の仕組みが 
     できるような体制をとる。 
 ・他の福祉に関する計画との調和を図る方法として、計画期間をそろえる、一体的に策定するなどの 
     方法が考えられる。 
 ・成年後見、住まい、自殺対策、再犯防止等の計画と一体的に策定することも考えられる。 

 



各論３「自治体、国の役割」 

○市町村 
   →包括的な支援体制の整備について、責任をもって進めていく。 
     地域福祉計画として関係者と合意し、計画的に推進していくことが有効。 
 
○都道府県 
  →単独の市町村では解決が難しい課題への支援体制の構築、都道府県域の 
     独自施策の企画・立案、市町村への技術的助言 
 
○国 
  →指針等の作成で終わることなく、「我が事・丸ごと」の人材育成、 
      プロセスを重視した評価指標の検討、財源の確保・あり方についての検討 

出典：厚労省  

地域力強化検討会最終とりまとめ（平成29年９月12日）の概要 
 

～地域共生社会の実現に向けた新たなステージへ～ 



  

障害福祉サービス事業所等 
 

介護保険事業所 

地域共生社会の実現に向けた取組の推進（法改正） 

 新たに共生型サービスを位置づけ 

○ 高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、 介護保険と障害福祉両方の制度に 
新たに共生型サービスを位置付ける。（指定基準等は、平成30年度介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定時に検討） 

サービスを提供する場合、 
それぞれ指定基準を 
満たす必要がある 

共生型サービス事業所 
新 

介護保険事業所 

 

障害福祉サービス事業所等 

高齢者 障害児者 
高齢者 障害児者 障害福祉サービス事業

所等であれば、介護保険
事業所の指定も受けや
すくする特例を設ける。 
※逆も同じ 

※対象サービスは、 
 ①ホームヘルプサービス、 
 ②デイサービス、 
 ③ショートステイ等を想定 

現行 

「我が事・丸ごと」の地域作り・包括的な支援体制の整備 

１．「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を規定 
地域福祉の推進の理念として、支援を必要とする住民（世帯）が抱える多様で複合的な地域生活課題について、住民や福祉関係者によ

る①把握及び②関係機関との連携等による解決 が図られることを目指す旨を明記。 

２．この理念を実現するため、市町村が以下の包括的な支援体制づくりに努める旨を規定 
 ○ 地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備 
 ○ 住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調整等を行う体制（＊） 
 
 

 ○ 主に市町村圏域において、生活困窮者自立相談支援機関等の関係機関が協働して、複合化した地域生活課題を解決するための体制 

３．地域福祉計画の充実 
 ○ 市町村が地域福祉計画を策定するよう努めるとともに、福祉の各分野における共通事項を定め、上位計画として  
  位置づける。（都道府県が策定する地域福祉支援計画についても同様。） 

（＊）例えば、地区社協、市区町村社協の地区担当、地域包括支援センター、相談支援事業所、地域子育て支援拠点、利用者支援事業、社会福祉法人、
ＮＰＯ法人等 

※法律の公布後３年を目途として、２の体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる旨の附則を置く。 

出典：厚労省  



平成２８年４月１日開所 
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川崎聖風福祉会が運営する 
新しい相談支援事業 
平成２８年４月１日開所 

社会福祉法人川崎聖風福祉会 
かわさき障害者福祉施設 たじま 内 

電話 ０４４（２７６）９６８９ 
住所 〒210-0853川崎市川崎区田島町２０番１０ 

 
作成：中澤 伸 



〇 認知症の高齢者の自宅に生活困窮の息子と外国人妻と要保護児童が同居 
〇 小中学生だけで認知症の祖父を介護 
〇 知的障害者の親が認知症に          などなど 

たじま家庭支援センターによる 

地域“丸ごと”共生支援への挑戦 

区役所、地域包括支援センター、障害者相談支援センター、児童家庭支援センター、 
地域療育センターがあっても、十分な支援に至っていないケースが多数存在する。 

★家庭全体を俯瞰し「一体的支援（統合支援）」を行う ⇒家族は介護者であるが支援を要する人でもある。 
★ニーズに応じて、こども、障害者、高齢者のどこの角度からでも家庭支援に入れる 
★地域のニーズが高い「こども」の支援活動（母子なかよし広場、共生型のこども食堂「てんとうむしハウス」 
  など）を主催し、支援を要する家庭の発見・把握を行う。 
  ⇒地域は見守り支援者にもなるが、介護以外の生活課題を抱えている人でもある 
★施設の地域開放により、支援者確保やニーズの発見・把握を行う。 
★川崎区機関連携会議の運営による児童・障害・高齢・困窮・外国人支援・医療等の専門機関ネットワーク 

社会福祉法人 川崎聖風福祉会  かわさき障害者福祉施設たじま 
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// 

// 

【家庭丸ごと支援事例 ①】 
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【家庭丸ごと支援事例 ②】 
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// 

【家庭丸ごと支援事例 ③】 
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// 

   

// // 

【家庭丸ごと支援事例 ④】 
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〇 公助（行政）は、今地域で起きている困りごと、今後必要となる互助 

 （手助け）は何かや、今取り組まれている互助の取組みを把握して住民に伝え 
 てください。公助の取り組みも住民に知らせてください。公助と共助がしっか 
 りしていないと互助と自助は頑張れません。 
 

〇 共助（専門職）は、日ごろの業務において、利用者を中心に置きつつ、 

 その家庭や地域を俯瞰して、利用者以外の人の生きづらさや暮らしにくさに 
 も気を配ってください。誰と組めば家庭を支援できるか、地域と利用者との 
 関係をつなげられるかを考え常にネットワークづくりに取り組んでください。 
 

〇 互助（地域住民）は、今地域で起きていること、今後起きるであろう 

 ことを知り、“気にする”を育ててください。助け合い活動は、必要とする 
 人が見えることで広がります。そして、互助活動は“我が事”であり、自身 
 の元気にもつながっていることを周囲に広めてください。 
 

〇 自助（自分自身）は、自分で何をすれば虚弱や要介護状態になること 

 を遅らせることができるかを、公助や共助に聞いて実践してください。 
 専門職に頼らず、禁煙、服薬、栄養、運動、助けてと言える、ことで自身の 
 心身の健康を守りながら、自分のためにも互助活動に参加してみてください。 

地域包括ケアに資する地域づくりのために、 

作成：中澤 伸 2017.05.27 


